
関東農政局統計部
平成29年８月25日

関東農政局管内の６次産業化の状況

１ 農業・農村の６次産業化

○ 全国の農業生産関連事業による年間総販売金額（平成27年度）は１兆9,680億円で、前年度に比べて
1,008億円（５％）増加しています。

○ 関東農政局管内（以下「管内」という。）の年間総販売金額（平成27年度）は5,945億円で、前年度
に比べて362億円（６％）増加しており、全国の約３割を占めています。

また、平成23年度の年間総販売金額を100とした平成27年度の管内の指数は121.6となっています。
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（１）関東農政局管内の６次産業化の状況 －６次産業化総合調査から－

農業生産関連事業の年間総販売金額の推移（全国・管内）

注：１ （ ）は、全国に占める管内の割合である。
２ 農協等が運営する農家レストランについては、平成24年度から調査の対象としている。
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ア 農業生産関連事業の年間総販売金額の推移

６次産業化総合調査の農業生産関連事業とは、農業経営体又は農協等による農産物の加工、農産物直売所及び農家レストラン並びに農業
経営体による観光農園及び農家民宿の各事業をいう。

イ 業態別年間販売金額（管内）

○ 管内の農業生産関連事業の年間販売金額（平成27年度）を業態別にみると、農産物直売所が3,138億
円（構成比53％）で最も多く、次いで農産物の加工が2,529億円（同43％）、観光農園が178億円（同
３％）の順となっています。

農業生産関連事業の業態別年間販売金額
（管内）（平成27年度）

（参考）農林漁業の６次産業化とは

「一次産業としての農林漁業と、二次産業としての製造業、
三次産業としての小売業等の事業との総合的かつ一体的な
推進を図り、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出
す」取組

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域
の農林水産物の利用促進に関する法律（六次産業化・地産地消法）
（平成22年法律第67号）の前文より

※１次（生産）×２次（加工）×３次（販売）＝６次産業化
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ウ 業態別年間販売金額（都県別）

○ 管内の農業生産関連事業の年間総販売金額（平成27年度）を都県別にみると、静岡県が1,062億円
（全国２位）で最も多く、次いで千葉県が659億（同７位）、長野県が632億円（同９位）の順となっ
ています。

農業生産関連事業の業態別年間販売金額（平成27年度）
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注：１ 統計数値については、表示単位未満の数値を四捨五入したため、合計値と内訳の計が一致しない場合がある（以下同じ。）。
２ 図中の「0」は、単位に満たないもの（例：4,000万円 → ０億円）（以下同じ。）

エ 業態別事業体数（都県別）

○ 管内の農業生産関連事業の事業体数（平成27年度）を都県別にみると、長野県が4,620事業体で最も
多く、次いで静岡県が2,520事業体、千葉県が2,500事業体の順となっています。

長野県で多いのは農産物の加工に取組む事業体となっています。

農業生産関連事業の業態別事業体数（平成27年度）
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注：事業体数は、１の位を四捨五入している（例：４事業体→０事業体、15経営体→20事業体）（以下同じ。）。
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実　　施
経営体数

経営体 経営体 ％

神 奈 川 川崎市多摩区 154 139 90.3

東 京 稲 城 市 182 155 85.2

東 京 世 田 谷 区 212 178 84.0

東 京 三 鷹 市 214 166 77.6

東 京 東 村 山 市 190 146 76.8

東 京 小 平 市 228 174 76.3

東 京 小 金 井 市 105 80 76.2

東 京 練 馬 区 318 242 76.1

東 京 日 野 市 154 113 73.4

東 京 東 久 留 米 市 204 149 73.0

管内上位市区町村（農業経営体数が100経営体以上の市区町村）

都県 市区町村 実施率
農  業
経営体

オ 業態別従事者数（都県別）

○ 管内の農業生産関連事業の従事者数（平成27年度）を都県別にみると、長野県が２万8,700人で最も
多く、次いで静岡県が２万3,200人、千葉県が１万6,100人の順となっています。

農業生産関連事業の業態別従事者数（平成27年度）
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（２）農業経営体の農業生産関連事業の実施率 －農林業センサスから－

農業生産関連事業の実施率（市区町村別）（平成27年）

凡 例

農林業センサスの農業生産関連事
業とは、農産物の加工、消費者に直
接販売、貸農園・体験農園、観光農
園、農家民宿、農家レストラン等の
農業に関連した事業をいう。

注：農業生産関連事業の実施率は、農業生産関連事業の実施経営体数を農業経営体数計で除して算出した。
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○ 管内の農業経営体における農業生産関連事業の実施率（注（平成27年）を市区町村別（農業経営体数
が100経営体以上の市区町村）にみると、川崎市多摩区（神奈川）が90.3％で最も高く、次いで稲城市
（東京）が85.2％、世田谷区（東京）が84.0％の順となっており、東京都及び神奈川県の市区町村が
上位を占めています。

なお、上位市区町村の農業経営体が取り組んでいる農業生産関連事業は「消費者に直接販売」が大
宗を占めています。
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ア 漁業生産関連事業の年間総販売金額及び業態別年間販売金額

○ 全国の漁業生産関連事業による年間総販売金額（平成27年度）は2,336億円となっています。
○ 管内の年間総販売金額（平成27年度）は187億円で、全国の約８％を占めています。

また、業態別にみると、水産物の加工が125億円（構成比67％）で最も多く、次いで水産物直売所が
41億（同22％）、漁家レストランが14億円（同８％）の順となっています。

漁業生産関連事業の年間総販売金額
（全国・管内）（平成27年度）

注：１ 漁家民宿及び漁家レストランは平成27年度から調査対象とした。
２ 茨城県の水産物直売所及び漁家レストランは、秘匿措置を講じているため、それぞれの業態の管内計には含めていない。

イ 業態別年間販売金額（都県別）

○ 管内の漁業生産関連事業の年間総販売金額（平成27年度）を都県別にみると、千葉県が63億円（全
国９位）で最も多く、次いで茨城県が47億円（同13位）、静岡県が38億円（同16位）の順となってい
ます。

漁業生産関連事業の業態別年間販売金額（平成27年度）
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47

２ 漁業・漁村の６次産業化

○ 管内の６次産業化の状況 －６次産業化総合調査から－

漁業生産関連事業の業態別年間販売金額
（管内）（平成27年度）

漁業生産関連事業とは、海面漁業経営体又は漁協等による水産物の加工、水産物物直売所及び漁家レストラン並びに海面漁業経営体によ
る漁家民宿の事業をいう。
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直＝水産物直売所、民＝漁家民宿、レ＝漁家レストラン

注：１ 図中の「x」は、個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの（以下同じ。）
２ 図中の「-」は、事実のないもの（以下同じ。）
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ウ 業態別事業体数及び従事者数（都県別）

○ 管内の漁業生産関連事業の事業体数（平成27年度）を都県別にみると、静岡県が210事業体で最も多
く、次いで神奈川県が130事業体、千葉県が90事業体の順となっています。

また、従事者数（平成27年度）をみると、静岡県が1,100人で最も多く、次いで神奈川県が1,000人、
千葉県が700人の順となっています。

漁業生産関連事業の業態別事業体数及び従事者数（平成27年度）

（参考）六次産業化・地産地消法に基づく事業計画の認定件数

総合化事業計画の対象農林水産物の割合（管内）

注：複数の農林水産物を対象としている総合化事業計画は、全て
の農林水産物をカウントした。

資料：関東農政局経営・事業支援部「六次産業化・地産地消法に基づく事業計画の認定の概要（累計：平成29年７月31日現在）」

URL：http://www.maff.go.jp/kanto/syokuryou/6jisangyo/attach/pdf/290731_ninteigraph.pdf

地域別の認定件数（管内）
（累計：平成29年７月31日現在）

苔、薬草、さとうきび、アマラン
サス、長命草、ホップ、ハーブ、
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茨 城 10 10 x - x 3 2 x - x 

千 葉 90 50 20 20 10 7 4 2 1 0
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神 奈 川 130 50 40 10 30 10 4 3 0 2

静 岡 210 50 40 90 30 11 3 2 3 2
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１ この資料は、農林水産省大臣官房統計部が実施した「６次産業化総合調査」及び「農林業センサス」を基に作

成したものです。

２ 統計調査の概要
(1) ６次産業化総合調査

ア 調査の目的
農業者、漁業者等による農水産物の生産関連事業による所得の増大をもたらす取組を総合的に調査し、こ

れらの取組に伴う所得向上、雇用確保の状況等を明らかにし、６次産業化の施策推進に必要な資料を整備す
ることを目的としています。

イ 調査の対象
(ｱ)  農業・農村の６次産業化総合調査

ａ 農産物の加工を営む農業経営体及び農業協同組合等が運営する農産加工場
ｂ 農産物直売所を営む農業経営体及び農業協同組合等が運営する農産物直売所
ｃ 観光農園を営む農業経営体
ｄ 農家民宿を営む農業経営体
ｅ 農家レストランを営む農業経営体及び農業協同組合等が運営する農家レストラン

(ｲ) 漁業・漁村の６次産業化調査
ａ 水産加工場を営む海面漁業経営体及び漁業協同組合等が運営する水産加工場
ｂ 水産物直売所を営む海面漁業経営体及び漁業協同組合等が運営する水産物直売所
ｃ 漁家民宿を営む海面漁業経営体
ｄ 漁家レストランを営む海面漁業経営体及び漁業協同組合等が運営する漁家レストラン

(2) 農林業センサス

ア 調査の目的

我が国農林業の生産構造及び就業構造等の実態や農山村地域の現状を把握することにより、農林業に関す

る諸統計調査に必要な基礎資料を整備するとともに、国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）の提唱する世界農林

業センサスの趣旨に従い、各国農林業との比較において我が国農林業の実態を明らかにすることを目的とし

ています。

イ 調査の対象

全ての農林業経営体（農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に係る

面積・頭数が一定規模以上の農林業生産活動を行う者（組織の場合は代表者））

３ この統計調査結果の詳細及び用語の説明は、農林水産省ホームページ中の「統計情報」で御覧いただけます。

農林水産省ホームページ ＞ 統計情報＞分野分類別（６次産業化）

【http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kensaku/bunya10.html 】

４ この資料に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

関東農政局 統計部 統計企画課 TEL:048-740-0058（直通） FAX:048-740-0086

利用にあたって
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